
 

 

令 和 ２ 年 度 第 ５ 回 

野田市情報公開・個人情報保護審査会会議次第 

 日 時 令和３年３月２４日（水）   

               午前９時３０分から 

            場 所 市役所 低層棟４階 職員控室 

 

 

個人情報取扱事務について（公開） 

報告事項 

 (1) 予防接種法に基づく新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務の開始

及び事務の委託に係る個人情報保護措置について（市政推進室） 

 

 (2) 高齢者施設等の新規入所者を対象としたＰＣＲ検査事務の開始及び事務の

委託に係る個人情報保護措置について（高齢者支援課） 

 

 (3) 妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査等に関する事務の開始及び事務の

委託に係る個人情報保護措置について（保健センター） 

 

 

 (4) ひとり親家庭等医療費助成金支給事務の変更について（児童家庭課） 

 (5) 重度心身障がい者医療費助成金支給事務の変更について（障がい者支援課） 

  ※ (4)及び(5)については、一括して報告を受ける。 

 

 (6) 勤労青少年ホームの利用に関する事務の委託に係る個人情報保護措置につ

いて（生涯学習課） 

 

 





0100-008 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

実施機関の名称 市長 届出部課等の名称 市政推進室 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 R3.2.12 開 始 年 月 日 R3.2.12 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 予防接種法に基づく新型コロナウイルスワクチン接種に関する事務 

事 務 の 目 的 
新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防し、まん延を防止するため、予防接

種法に基づき、新型コロナウイルスワクチン接種を実施する。 

事 務 の 概 要 

１ 市は、対象者に対して接種券及び予診票等の接種に必要な書類を交付する。 
２ 対象者は、接種の予約を行う。 
３ 対象者は、予約した医療機関においてワクチン接種を受ける。 
４ 医療機関は、ワクチン接種を受けた事実及び健康状態の情報を市に提出する。 
５ 市は、接種記録を管理する。 

対 象 者 厚生労働大臣が接種の指示を行う際に指定する対象者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□人種 □信条 □社会的身分 ■健康情報 ■障がい □犯罪関係 

収集する理由 

■1号(法令等)⇒法令等の名称：予防接種法            

□2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：   年  月  日 

上記以外の
項目 

■氏名 ■住所 ■年齢・生年月日 ■性別 ■連絡先 ■個人番号 ■個人識別符号 

□本籍･国籍 □家族情報 □学業・職業等 □収入・支出 □資産 □税情報 

□公的扶助 ■DV等避難事例に関する情報 ■予診票の記載事項 ■コールセンター問

い合わせの音声データ 

収 集 先 

■本人 ■実施機関内部（市民課、子ども家庭総合支援課等、介護保険課、高齢者支援課、

 障がい者支援課、生活支援課） 

□他の実施機関（      ）■他の官公庁（他市区町村） 

■民間・私人 （医療機関、介護サービス事業者等）□その他（        ） 

本人以外から収集している理由 

■1号(法令等)⇒法令等の名称：住民基本台帳法 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律   

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)  

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から) 

□7号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

経常的な目的外
利用・提供先 

□目的外利用有⇒利用する事務の名称：                     

主な利用項目（                      ） 

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

         □他の実施機関（       ）□他の官公庁（      ） 

         □その他（       ） 

目的外利用・提供の理由 

□1号(法令等) ⇒法令等の名称：              

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない) 

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

外 部 委 託 等 
■外部委託（■クラウドコンピューティング）■複数の外部委託有 

□指定管理者による管理⇒審査会承認    年  月  日 

電子計算機結合 

□有【第12条第1項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：       

□2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認    年  月  日 

個 人 情 報 の 
保 存 期 間 

１年 ３年 ５年 10年 永年 常用 その他 

 

















別記第１号様式（第３条第３項） 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

実施機関の名称 市長 届出部課等の名称 保健福祉部 高齢者支援課 

関係課等の名称 障がい者支援課 

届 出 年 月 日 令和3年2月5日 開 始 年 月 日 令和3年2月5日 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 高齢者施設等の新規入所者を対象としたＰＣＲ検査事務 

事 務 の 目 的 

 市内の新型コロナウイルスの感染状況が令和2年12月末から新規感染者数の増加傾向
が強まり、複数のクラスターが発生するなど、依然として高い水準となっていることか
ら、高齢者施設等（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホー
ム、障害者支援施設等）の新規入所者を対象としたＰＣＲ検査を実施することにより、施
設における新型コロナウイルスに感染した場合の重症化及び集団感染のリスクの低減を
図ることを目的とする。 

事 務 の 概 要 

 新規入所者の同意の下、施設がＰＣＲ検査の実施を市に依頼する。 
 市は施設に検査容器を交付し、施設職員の立会いで唾液採取を行い、採取された検体
を市が検査機関に出す。市は検査結果が分かり次第、施設に連絡し、施設から新規入所者
に結果を伝える。陽性の場合に、施設の嘱託医から保健所へ提出する発生届の作成費用
を市が支払う。 
 唾液採取ができない新規入所者は、医療機関を受診してＰＣＲ検査を受けていただき、
かかった費用を助成する。 

対 象 者  新規入所者、代理人、嘱託医 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□人種 □信条 □社会的身分 ■健康情報 □障がい □犯罪関係 

収集する理由【第7条第2項】 

■1号(法令等)⇒法令等の名称：高齢者施設等の新規入所者を対象としたＰＣＲ検査実施要項 

□2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：   年  月  日 

上記以外の
項目 

■氏名 ■住所 ■年齢・生年月日 □性別 ■連絡先 □個人番号 □個人識別符号 

□本籍･国籍 ■家族情報 □学業・職業等 □収入・支出 □資産 □税情報 

□公的扶助  ■施設入所日 ■口座番号 ■請求書の記載事項 ■代理関係を示す情

報 

収 集 先 

■本人               □実施機関内部（            ） 

□他の実施機関（         ）□他の官公庁（             ） 

■民間・私人 （高齢者施設等、検査機関）□その他  （           ） 

本人以外から収集している理由【第7条第3項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)  

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から) 

□7号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

経常的な目的外
利用・提供先 

□目的外利用有⇒利用する事務の名称：                     

主な利用項目（                      ） 

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

         □他の実施機関（       ）□他の官公庁（      ） 

         □その他（       ） 

目的外利用・提供の理由【第9条第1項】 

□1号(法令等) ⇒法令等の名称：              

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない) 

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

外 部 委 託 等 
■外部委託（□クラウドコンピューティング） 

□指定管理者による管理⇒審査会承認    年  月  日 



電子計算機結合 

□有【第12条第1項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

□2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認    年  月  日 

個 人 情 報 の 
保 存 期 間 

１年 ３年 ５年 10年 永年 常用 その他（       ） 

 























別記第１号様式（第３条第３項） 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

実施機関の名称 市長 届出部課等の名称 保健福祉部保健センター 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 R3.3.1 開 始 年 月 日 R3.4.1 最終変更年月日  

事 務 の 名 称 妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査等に関する事務 

事 務 の 目 的 
健康診査及び新生児聴覚スクリーニングに要した費用の助成を行うことで、妊婦及び乳
児の健康の保持及び増進を図ること。 

事 務 の 概 要 

母子健康手帳を交付する際に、妊婦一般健康診査、乳児一般健康診査及び新生児聴覚ス
クリーニング検査の受診票を交付する。妊婦又は乳児は医療機関等に受診票を提出し、
受診票に記載された基準費用額の助成を受け、健康診査等を受診する。なお、里帰り出産
等で受診票を提示又は利用できなかった場合は、申請者は申請書類及び領収書等を市に
提出し、市は内容を審査後、交付の可否を決定し、助成金を交付する。 

対 象 者 
野田市の受診票を活用し、健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査を受ける者、ま
たは申請者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□人種 □信条 □社会的身分 ■健康情報 □障がい □犯罪関係 

収集する理由【第7条第2項】 

■1号(法令等)⇒法令等の名称：母子保健法、野田市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康

診査等費用助成規則、厚生労働省通知 

□2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：   年  月  日 

上記以外の
項目 

■氏名 ■住所 ■年齢・生年月日 ■性別 ■連絡先 □個人番号 □個人識別符号

□本籍･国籍 ■家族情報 □学業・職業等 □収入・支出 □資産 □税情報 □公的

扶助  ■振込先口座  ■受診票の情報 あ■申請書の情報ああ□ああああああ 

収 集 先 

■本人              □実施機関内部（            ） 

□他の実施機関（        ）□他の官公庁（         ） 

□民間・私人 （        ）■その他  （  医療機関   ） 

本人以外から収集している理由【第7条第3項】 

□1号(法令等)⇒        

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)  

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から) 

□7号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

経常的な目的外
利用・提供先 

■目的外利用有⇒利用する事務の名称： 乳幼児健康診査及び精密健康診査に関する事

務、乳幼児相談（育児・発達）に関する事務 

■主な利用項目（ 健康情報  ） 

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

目的外利用・提供の理由【第9条第1項】 

■1号(法令等) ⇒法令等の名称： 母子保健法、厚生労働省通知  

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない) 

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

外 部 委 託 等 
■外部委託（□クラウドコンピューティング） ■複数の外部委託有 

□指定管理者による管理⇒審査会承認    年  月  日 

電子計算機結合 

□有【第12条第1項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

□2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認    年  月  日 

個 人 情 報 の 
保 存 期 間 

１年 ３年 ５年 10年 永年 常用 その他（       ） 

 

























3800-005 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

実施機関の名称 市長 届出部課等の名称 児童家庭部児童家庭課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S50.4.1 最終変更年月日 R3.2.22 

事 務 の 名 称 ひとり親家庭等医療費助成金支給事務 

事 務 の 目 的 
ひとり親家庭等に対し、医療費助成金を支給することにより、ひとり親家庭等の福祉

の向上を図ることを目的とする。 

事 務 の 概 要 

受給資格者であることについて認定を受けようとする者から、受給資格認定申請を受
け、内容を審査し、認定の可否を決定し、受給資格認定（申請却下）通知をし、受給券
を交付する。ただし、支給の制限の要件に該当するときは、支給停止通知書を交付する。 
更新の案内をして、受給資格の認定の更新を受けようとする者から、受給資格認定更

新申請を受け、更新について必要な審査をした上で更新の可否を決定し、受給資格認定
更新（却下）決定通知をし、受給券を交付する。ただし、支給の制限の要件に該当する
ときは、支給停止通知書を交付する。 
保健医療機関に受給券と被保険者証を提示したときは保健医療機関の請求に基づき、

国保連経由等で請求を受け、支払う。 
助成金の支給を受けようとする者から、助成金支給申請を受け、助成金の額を決定し、

通知し、支給する。 
受給資格者名簿及び支給台帳を備える。 
その他、受給資格辞退（喪失）届、受給券再交付申請、受給資格者変更届を受ける。 

対 象 者 
申請者、対象児童、家族、同世帯員、父母、同戸籍者、扶養義務者、控除対象扶養親族、
居宅の所有者、賃貸人及び賃借人 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□人種 □信条 □社会的身分 ■健康情報 ■障がい ■犯罪関係 

収集する理由【第7条第2項】 

■1号(法令等)⇒法令等の名称：野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例 

□2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：   年  月  日 

上記以外の
項目 

■氏名 ■住所 ■年齢・生年月日 ■性別 ■連絡先 ■個人番号 ■個人識別符号 

■本籍･国籍 ■家族情報 □学業・職業等 ■収入・支出 ■資産 ■税情報 

■公的扶助 ■加入医療保険に関する情報 ■振込口座 ■領収書情報  

■医療費、給付に関する情報 ■ひとり親該当に関する情報 

収 集 先 

■本人        ■実施機関内部（課税課、市民課、国保年金課、生活支援課） 

□他の実施機関（         ）■他の官公庁（国、県、他市区町村    ） 

■民間・私人 （申請者、医療保険・団体）□その他  （           ） 

本人以外から収集している理由【第7条第3項】 

■1号(法令等)⇒法令等の名称：番号条例          

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)  

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から) 

□7号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

経常的な目的外
利用・提供先 

■目的外利用有⇒利用する事務の名称： 重度心身障がい者医療費助成に関する事務 

主な利用項目（ ひとり親家庭等医療費助成金に関する情報  ） 

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

         □他の実施機関（       ）□他の官公庁（      ）

         □その他（       ） 



目的外利用・提供の理由【第9条第1項】 

□1号(法令等) ⇒法令等の名称：              

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない) 

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

外 部 委 託 等 
■外部委託（■クラウドコンピューティング）□複数の外部委託有 

□指定管理者による管理⇒審査会承認    年  月  日 

電子計算機結合 

■有【第12条第1項】 

■1号(法令等)⇒法令等の名称：番号条例              

□2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認    年  月  日 

個 人 情 報 の 
保 存 期 間 

１年 ３年 ５年 10年 永年 常用 その他（       ） 

 











別記第１号様式（第３条第３項） 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 □共通 ■個別 

実施機関の名称 市長 届出部課等の名称 障がい者支援課 

関係課等の名称  

届 出 年 月 日 H13.4.1 開 始 年 月 日 S47.7.1 最終変更年月日 令和3年2月22日 

事 務 の 名 称 重度心身障がい者医療費助成金支給事務 

事 務 の 目 的 重度障がい者の経済的負担を軽減するため、医療費の一部を助成する。 

事 務 の 概 要 

野田市重度心身障がい者医療費助成認定申請書の提出を受け、内容を審査し、認定の可
否を決定し、野田市重度心身障がい者医療費助成認定(却下)通知書により申請者に通知
する。 
受給券の紛失又は毀損若しくは汚損等の理由により野田市重度心身障がい者医療費助成
受給券再交付申請書の提出があった場合は、受給券を再交付する。 
申請内容に変更が生じた場合は、野田市重度心身障がい者医療費助成認定変更届の提出
を受け、内容を審査し、受給券の記載事項に変更が生じたときは、受給券を再交付する。
この場合において、負担基準額に変更が生じたときは、負担基準額の再認定を行い、受
給券を交付する。 
助成金の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、内容を審査し、助成金を支給
しないときは、野田市重度心身障がい者医療費助成金支給停止通知書により受給資格者
等に通知する。 
野田市重度心身障がい者医療費助成金支給申請書の提出を受け、助成金額を決定したと
きは、受給資格者に通知する。 

対 象 者 申請者、受給資格者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□人種 □信条 □社会的身分 □健康情報 ■障がい □犯罪関係 

収集する理由【第7条第2項】 

■1号(法令等)⇒法令等の名称：野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例 

□2号(公益上特に必要)⇒審査会承認：   年  月  日 

上記以外の
項目 

■氏名 ■住所 ■年齢・生年月日 ■性別 ■連絡先 □個人番号 ■個人識別符号 

□本籍･国籍 ■家族情報 □学業・職業等 □収入・支出 □資産 ■税情報 

■公的扶助 ■振込口座 

収 集 先 

■本人   ■実施機関内部（課税課、国保年金課、生活支援課、児童家庭課） 

□他の実施機関（         ）□他の官公庁（             ） 

□民間・私人 （         ）□その他  （             ） 

本人以外から収集している理由【第7条第3項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：               

■2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない)  

□5号(所在不明等) □6号(他の実施機関から) 

□7号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 

経常的な目的外
利用・提供先 

□目的外利用有⇒利用する事務の名称：                     

主な利用項目（                      ） 

□目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（                      ） 

         □他の実施機関（       ）□他の官公庁（      ）

         □その他（       ） 

目的外利用・提供の理由【第9条第1項】 

□1号(法令等) ⇒法令等の名称：              

□2号(本人同意) □3号(公の情報) □4号(緊急かつやむを得ない) 

□5号(公益上特に必要)⇒審査会承認：    年  月  日 



外 部 委 託 等 
■外部委託（■クラウドコンピューティング）□複数の外部委託有 

□指定管理者による管理⇒審査会承認    年  月  日 

電子計算機結合 

□有【第12条第1項】 

□1号(法令等)⇒法令等の名称：              

□2号(公益上特に必要かつセキュリティ措置有)⇒審査会承認    年  月  日 

個 人 情 報 の 
保 存 期 間 

１年 ３年 ５年 10年 永年 常用 その他（       ） 

 







個人情報取扱事務の委託に係る個人情報保護措置の報告概要 

 
１ 委託する施設  勤労青少年ホーム 
２ 委託の相手先  公益社団法人 野田市シルバー人材センター 
３ 委託する個人情報の取扱事務 

・勤労青少年ホーム利用証を交付するための個人情報の収集及び利用証の 
交付事務 

４ 変更の内容   
  勤労青少年ホームの管理委託時間を次のとおり変更しようとするもの 

〇令和２年度まで：１７時１５分から２１時３０分まで 
〇令和３年度から： ８時３０分から２１時３０分まで 

５ その他 
  個人情報を保護するための措置については、報告書のとおりです。 
  また、既に提出している個人情報事務取扱登録簿（平成 31 年 3 月 28 日更 

新）の記載内容に変更はありません。 








